
　高齢化が著しく進展しているなか、東三河８市町村では、財政基盤の拡大や各種業務の共同処理による
効率化など、安定した介護サービスを提供できる体制の確立を目指し東三河広域連合に介護保険者を統合
します。以下の日程で広域連合統合説明会(１時間程度)を開催しますのでぜひお越しください。※申し込
み不要　　　　　

介護保険者統合住民説明会スケジュール
とき ところ とき ところ

10月21日（土）　午後7時〜 体育センター大会議室 11月18日（土）　午前10時〜 三谷公民館
10月22日（日）　午前10時〜 生きがいセンター 11月19日（日）　午後7時〜 形原公民館
10月28日（土）　午後7時〜 塩津公民館 11月25日（土）　午前10時〜 大塚公民館
10月29日（日）　午前10時〜 西浦公民館 11月27日（月）　午後7時〜 市民会館大会議室

平成30年４月から
東三河の介護保険者が統合されます

長寿課☎ 66 ◆ 1176

介護保険広域連合情報

　Ｑ：�保険者統合によって、現在利用しているサービスが利用できなくなったり、新たに手続きなどを行う必要があり
ますか。

　Ａ：�現在利用中の介護サービスは、統合後も今までどおり変わりなく利用できます。新たな手続きも必要ありません
が、介護保険証などは広域連合発行のものに変わります。統合後の介護認定などの各種手続きについては、次月号
以降、紹介していきます。

保険者統合Ｑ＆Ａ
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土
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調
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に
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課
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知
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。

家
屋
係（
☎︎
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４
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○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き（
居
住
前
で
も
調
査

可
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○
家
屋
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用
方
法
を
変
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と
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用
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店
舗
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ど
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し
た
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き
）

※
家
屋
の
利
用
方
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に
よ
り
、
土

地
の
税
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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○
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地
目
）

を
変
更
し
た
と
き（
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宅
用
地

を
畑
へ
変
更
、
畑
を
駐
車
場
へ
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更
し
た
と
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ど
）
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高
齢
者
世
帯
等
調
査
票

（
シ
ル
バ
ー
カ
ー
ド
）実
態
調
査

高
齢
者
世
帯
の
安
否
確
認
な
ど

の
た
め
に
利
用
す
る
高
齢
者
世
帯

等
調
査
票(

シ
ル
バ
ー
カ
ー
ド)

の
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
住
ま
い
の
地
区
の
民
生
委
員
が

調
査
で
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
調

査
は
任
意
で
す
。

対　
象　
世
帯
全
員
が
75
歳
以
上

の
世
帯
、
世
帯
異
動
の
あ
っ
た

シ
ル
バ
ー
カ
ー
ド
登
録
世
帯
。

※
世
帯
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
の
方
も
登
録
は
可
能
で
す
。

希
望
す
る
方
は
長
寿
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
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私
立
高
等
学
校
等

授
業
料
補
助
制
度

私
立
高
等
学
校
・
私
立
専
修
学

校
高
等
課
程
に
就
学
し
て
い
る
生

徒
を
持
つ
世
帯
の
負
担
を
軽
く
す

る
た
め
、
所
得
に
応
じ
て
授
業
料

を
補
助
し
ま
す
。

対　
象　
10
月
１
日
現
在
、
生
徒
の

　

保
護
者
の
住
所
が
市
内
に
あ
る

方（
所
得
基
準
あ
り
）

申
し
込
み　
指
定
日
ま
で
に
在
学

す
る
学
校
へ
。
ま
た
は
10
月
31

日
㈫
ま
で
に
学
校
教
育
課
へ
。

※
学
校
を
通
し
て
配
布
す
る
授
業

料
補
助
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

法
の
日
無
料
相
談
所

10
月
は
法
の
日
月
間
。
無
料
相

談
所
を
開
設
し
ま
す
。

と　
き　
10
月
７
日
㈯
・
８
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ　
愛
知
県
行
政
書
士
会
東

三
支
部
事
務
局（
豊
橋
市
新
吉

町
28　

日
伸
ビ
ル
３
階
）

相
談
内
容　
遺
言
書
、
遺
産
分
割

協
議
書
、
建
設
業
許
可
、
農
地

転
用
、
産
業
廃
棄
物
許
認
可
、

車
庫
証
明
、
会
社
設
立
な
ど
の

許
認
可
手
続
き
に
関
す
る
相
談

問
合
先　
愛
知
県
行
政
書
士
会
東

三
支
部
事
務
局（
☎︎
０
５
３
２
◆

53
◆

１
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）※
予
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優
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税
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1
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法
の
日
無
料
相
談
会

司
法
書
士
に
よ
る
相
続
・
登
記

の
法
律
無
料
面
接
相
談
を
行
い
ま

す
。
必
ず
事
前
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

と　
き　
10
月
４
日
㈬　

午
前
10
時

～
午
後
１
時

と
こ
ろ　
市
役
所
102
会
議
室

内　
容　
登
記
、
民
事
裁
判
・
家
庭

　

裁
判
所
の
手
続
き
、
遺
言
の
作

成
に
関
す
る
こ
と

申
し
込
み
・
問
合
先　
10
月
3
日

㈫
ま
で
に
電
話
で
愛
知
県
司
法

書
士
会
東
三
河
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー（
☎︎
０
５
３
２
◆

54
◆

５
６

６
５
）へ
。

◎休日市役所窓口センター	 土・日・祝日（年末年始を除く）午前8時30分〜午後5時　☎66◆1111
 戸籍関係の証明書の交付・届出や市税の証明書の交付・納付などができます。
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